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（2024年９月1日改定）

訪問看護サービス契約書（介護保険）



　　     　    　     様（以下「利用者」といいます）と、アミエルジャパン株式会社の営む訪問看護リハビリステーション　ナーシングケア自由が丘（以下「事業者」といいます）は、事業者が利用者に対して行う訪問看護サービスについて、次の通り契約を締結します。


第1条　（契約の目的）
　事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的として、その病状や状態に応じた看護・リハビリを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第２条　（契約期間）
　１．この契約の契約期間は　　　　　　年　　　　月　　　　日から利用者の要支援認定または要介護認定の有効期間満了日までとします。
　２．契約満了の７日前までに利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第３条　（訪問看護計画作成・変更）
1． 事業者は、主治医の指示、利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」「介護予防サービス計画（ケアプラン）」（以下ケアプランといいます）に沿って「訪問看護計画」「介護訪問看護計画」（以下「サービス計画」といいます）を作成します。
2． 事業者はこの訪問看護計画書の内容を利用者及びその家族に説明し、その同意を得るものとします。
3． 事業者は、次のいずれかに該当する場合には、第１条に規定する訪問看護サービスの目的に従い、訪問看護計画書の変更を行います。
1 利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該訪問看護計画書を変更する必要がある場合。
2 利用者が訪問看護サービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合。
4． 事業者は、訪問看護計画書を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。

第４条　（主治医との関係）
1． 事業者は、訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受けます。
2． 事業者は、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治医との密接な連携を図ります。



第５条　（訪問看護サービスの内容）
1． 利用者が提供を受ける訪問看護サービスの内容は、重要事項説明書に定めた通りです。
2． 事業者は「説明書」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3． 事業者はサービス従業者を利用者の居宅に派遣し、「サービス計画」に沿って「説明書」に定めた内容のサービスを提供します。

第６条　（サービス提供の記録）
1． 事業者は、訪問看護サービスの実施ごとに、提供した具体的なサービス内容等を記録します。サービスの提供記録をこの契約終了後５年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧に応じ、または実費負担により複写物を交付します。

第７条　（緊急時の対応）
1． 事業者は、現にサービスの提供を行っている時に、利用者の急変その他緊急事態が生じた時は必要に応じて臨機に対応を行うとともに、速やかに管理者、主治医、家族、居宅介護支援事業所等に連絡し適切な処理を行います。

第８条　（居宅介護支援事業者等との連携）
1． 事業者はサービス提供にあたり、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び保健医療サービスまたは、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。
2． 事業者は、利用者が「ケアプラン」の変更を希望する場合は、速やかに居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等への連絡調整等の援助を行います。

第９条　（秘密保持）
1． 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する情報を正当な理由なく第三者へ漏らしません。なお、この守秘義務は契約終了後も同様です。
2． 事業者は、利用者または家族から予め同意を得て主治医や医療機関等に利用者の心身等に関する情報や居宅介護支援事業者、介護、予防支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、個人情報を用いることができるものとします。
3． 本契約を締結することにより、主治医、介護支援専門員等と連携を図る目的で利用者及び家族の個人情報を契約の期間中用いることに同意したものとします。

第１０条　（賠償責任）
1． 事業者は、サービスの提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合にはその損害を賠償します。

第１１条　（利用者負担金及びその滞納）
1． サービスに対する利用者負担金は、「重要事項説明書」に記載する通りとします。なお、利用者負担金は関係法令に基づいて決められているものであるため、契約期間中にこれが変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適応されます。
2． 事業者は、当月料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に送付します。
3． 利用者は、当月料金の合計額を翌月27日までに事業者の指定する方法で支払います。
4． 利用者は、居宅において、サービス従業者がサービス実施のために使用する水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
5． サービスが介護保険の適用を受けない部分については、サービス費全額を実費でお支払いいただきます。保険料の滞納により、サービスの各利用者の負担割合に応じた利用者負担金で利用できなくなる場合は、一旦サービス費全額をお支払いいただき、後日、保険者からの保険納付の払い戻しを受ける手続きが必要となります。
6． 利用者が正当な理由なく、事業者に支払うべき利用料を2か月以上滞納した場合において、事業者は利用者に対して2週間以内に滞納額を支払うように催告したにも関わらず全額の支払いがない時、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、全額の支払いがあるまで利用者に対する訪問看護・介護予防訪問看護サービスの全部または一部の提供を一時停止することができます。
7． 事業者が利用者に対し、前項一時停止の意思表示をした後、2週間経過しても全額の支払いがない時、事業者は利用者の健康・生命に支障がない限り、この利用契約を解除することができます。

第１２条　（利用者の解約権）
1． 利用者は事業者に対し、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。但し、利用者の病状の急変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は自動的に解約となります。

第１３条　（事業者の解約権）
1． 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、訪問看護・介護予防訪問看護サービス利用契約の目的を達することが不可能となった時、７日以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。この場合、事業者は「居宅サービス計画」を作成した居宅介護支援事業所及び利用者が住所を有する市区町村にその旨を報告します。
2． 事業者は、事業の安定的な運営が困難となった場合や事業所の統廃合があった場合は、その理由を記載した文書によりこの契約を解除することができます。この場合、事業者は、「居宅サービス計画」を作成した介護支援専門員と協議し、利用者に不利益が生じないよう必要な措置を取ります。

第１４条　（契約の終了）
1． 第２条の規定により事前に更新の合意がなされず、契約の有効期間が満了した時
2． 第１２条の規定により利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した時
3． 第１３条の規定により事業者から契約解除の意思表示がなされた時
4． 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
（1） 利用者の要支援・要介護認定区分が、自立（非該当）と認定された場合
（2） 利用者が介護保険施設や医療施設に入所または入院した場合（３ヶ月以上継続）
（3） 利用者が死亡した場合


第１５条　（苦情対応）
1． 事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問看護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
2． 事業者は、利用者が苦情申し立てなどを行ったことを理由として、何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。
3． 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には事業者、介護支援専門員、市町村または国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

第１６条　（裁判管轄）
1． この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第１７条（契約外事項等）
1． 利用者および事業者は信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2． この契約および介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者の誠意をもって協議によりこれを定めます。



















重要事項説明書

1． 当社の概要
	事業者名称
	アミエルジャパン株式会社

	代表者氏名
	代表取締役　前田　裕輔

	本社所在地
	東京都世田谷区奥沢5-33-13 　サロン・ド・テ自由が丘2F

	電話番号
	03-5755-5603

	法人設立年月日
	平成27年10月5日



2． 事業所の概要
	事業所名
	訪問看護リハビリステーション　ナーシングケア自由が丘

	所在地
	東京都世田谷区奥沢5-33-13 　サロン・ド・テ自由が丘2F

	電話番号・FAX
	（電話）03-5755-5603
（FAX）03-5755-5605

	事業所番号
	東京都　1361090150　　関東信越厚生局　7296593

	管理者名
	吉田　又親

	事業の目的
	当該ステーションは介護保険法並びに関係する厚生労働省令に沿い、利用者に可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、適切な訪問看護・介護予防訪問看護を提供することを目的とします。

	運営方針
	①ステーションの看護職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指し支援する。また利用者の意志及び人格を尊重し、訪問看護計画を作成した場合には、利用者に同意を得て、交付いたします。
②指定介護予防訪問看護は利用者の介護予防に努め、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活ができるよう支援します。また利用者の意志及び人格を尊重し介護予防訪問看護計画書を作成し利用者に同意を得て、交付いたします。
③事業の実施に当たっては、居宅介護事業所、地域包括支援センター、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。





３．事業所の職員体制
	従業者の職種
	人数
	職務内容等

	管理者
	１名
	従業者の管理及び業務の一元的な管理

	看護師
	4名以上
	訪問看護サービスの提供

	PT/OT/ST
	2名以上
	訪問看護リハビリの提供

	事務職員等
	1名以上
	事業所内の事務処理作業等


PT＝理学療法士、OT＝作業療法士、ST＝言語聴覚士
４．通常の事業の実施地域
目黒区、世田谷区は、等々力、上野毛1丁目、中町、尾山台、深沢、駒沢、新町1丁目、野沢、下馬6丁目、東玉川。
大田区は、石川町、洗足、北千束、上池台、雪谷、嶺町、田園調布。
その他の区域の訪問はご相談ください。
５．営業日・営業時間等
（１）営業日
　　月曜日～金曜日（祝日は通常稼働、土曜日、日曜日においては応相談）
（２）営業時間
　　９：００～１８：００（ただし緊急の場合、時間外でもご連絡可能）
（３）上記の営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とします。
６．サービス提供方法
①訪問看護の利用希望者がかかりつけの医師に申し込み、医師が交付した訪問看護の指示書に基づいて、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施します。
②利用希望者または家族がステーションの直接申し込みがあった場合は、主治医に指示書の交付を求め訪問看護を実施します。
③介護保険法の訪問看護の提供に際しては、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターとの連携を図ります。
④介護保険法により、利用者の日常生活の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って訪問看護計画書を作成します。
７．提供するサービスの内容
①病状・障害の観察、健康相談（血圧・体温・呼吸・脈拍などの測定、病気の観察と助言、食事指導、環境整備など）
②日常生活の看護（清拭、洗髪、爪切りなどの清潔の保持、入浴介助、食事・排泄介助など）
③医師の指示による医療処置（褥瘡などの処置、吸引、人工呼吸器・胃瘻・腸瘻・在宅酸素・各種留置カテーテルなどのチューブ類の管理、点滴薬剤及び服薬管理・相談）
④リハビリ援助行為（拘縮予防、歩行訓練、言語訓練、嚥下訓練、認知予防指導等）
⑤認知症の看護（認知症の介護相談、悪化防止、事故防止の相談や助言）
⑥精神的支援をはじめ総合的な看護
⑦住まいの療養環境の調整と支援
⑧苦痛の緩和と看護
⑨終末期に対する適切な看護
⑩流行性感染症罹患者への継続観察
⑪その他（家族の相談と支援、地域の社会資源の活用、介護用品の利用相談、住宅改善の相談、相続に関する相談）

８．オンライン資格確認について
当事業所は、質の高い訪問看護の実施をするため、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で訪問看護の実施に関する計画的な
それに伴い、必要に応じて利用者にマイナンバーやそれに準ずる書類の提示を求めることがあります。国から認められている支援事業者（ネット回線やそれに準ずる事業者）による情報の確認を行うことがあります。
９．利用者負担金
　■訪問看護（要介護１～５の方）
	サービス提供時間
	サービス単位
	サービス利用料金
	利用者負担額

	
	
	
	1割

	看護師による場合
	20分未満
	３１４単位
	３，５７９円
	３５８円

	
	30分未満
	４７１単位
	４，８３２円
	５３７円

	
	30分～60分
	８２３単位
	８，４４３円
	９３９円

	
	60分～90分
	１１２８単位
	１１，５７３円
	１，２８６円

	理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合
	20分
	２９４単位
	３，３５１円
	３３６円

	
	40分
	５８８単位
	６，７０３円
	６７１円

	
	60分
	７９５単位
（２６５単位）
	９,０６３円
（３,０２１円）
	９０７円
（３０３円）

	夜間（１８：００～２２：００）・
早朝（６：００～８：００）の加算
	上記の金額に１回につき２５％加算します。

	深夜（２２：００～６：００）の加算
	上記の金額に１回につき５０％加算します。


※地域区分1単位：１１．４０円  （東京都　１級地）
■介護予防訪問看護（要支援１・２の方）
	サービス提供時間
	サービス単位
	サービス利用料金
	利用者負担額

	
	
	
	1割

	看護師による場合
	20分未満
	３０３単位
	３，４５４円
	３４６円

	
	30分未満
	４５１単位
	５,１４１円
	５１５円

	
	30分～60分
	７９４単位
	９,０５１円
	９０６円

	
	60分～90分
	１０９０単位
	１２,４２６円
	１，２４３円

	理学療法士・作業療法士または言語聴覚士による場合
	20分
	２８４単位
（２７９単位）
	３,２３７円
（３,１８０円）
	３２４円
（３１８円）

	
	40分
	５６８単位
（５５８単位）
	６,４７５円
（６,３６１円）
	６４８円
（６３７円）

	夜間（１８：００～２２：００）・
早朝（６：００～８：００）の加算
	上記の金額に１回につき２５％加算します。

	深夜（２２：００～６：００）の加算
	上記の金額に１回につき５０％加算します。


※地域区分1単位：１１．４０円 　（東京都　１級地）
※理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による場合、利用開始月から１年を超える利用者に介護予防訪問看護を行った場合、１回５単位の減算となります。（）内を参照。
　 【要介護・要支援の方共通項目】
次の基準のいずれかに該当する場合に８単位の減算となります。
1 前年度の理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士による訪問回数が、同事業所看護師による訪問回数を超えていること。
2 緊急時訪問看護加算、特別管理加算および看護体制強化加算をいずれも算定していないこと。
　※　要支援の方で利用開始から１年を超える利用者の介護予防訪問看護については、上記基準に該当する場合、１回５単位の減算から更に１５単位の減算となります。
■加算項目
	加算項目
	サービス単位
	サービス利用料金
	利用者負担額

	
	
	
	１割

	初回加算（Ⅰ）
初回加算（Ⅱ）
	３５０単位
３００単位
	３，９９０円
３，４２０円
	３９９円
３４２円

	
	どちらも初回月に１回
（１）は病院等より退院した日に初回の訪問看護を行った場合に算定。
（２）は上記以外の日程で初回の訪問看護を行った場合に算定。

	特別管理加算（１）
特別管理加算（２）
	５００単位
２５０単位
	５，７００円
２，８５０円
	５７０円
２８５円

	
	厚生労働大臣が定める状態にある者。

	長時間訪問看護加算
	３００単位
	３，４２０円
	３４２円

	
	９０分以上の訪問をした場合

	緊急時訪問看護加算
	６００単位
	６，８４０円
	６８４円

	
	２４時間３６５日看護師による対応を行う場合（月１回）

	ターミナルケア加算
	２，５００単位
	２８,５００円
	２，８５０円

	
	在宅でお看取りをした場合

	退院時共同指導加算
	６００単位
	６，８４０円
	６８４円

	
	退院時、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文章により提供した場合

	複数名訪問看護加算（１）
	30分未満
	２５４単位
	２，８９５円
	２８９円

	
	30分以上
	４０２単位
	４，５８２円
	４５８円

	複数名訪問看護加算（２）
	30分未満
	２０１単位
	２，２９１円
	２２９円

	
	30分以上
	３１７単位
	３，６１３円
	３６１円

	
	身体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難な場合等
暴力行為・著しい迷惑行為・器物破損行為等が認められる場合等

	その他の自己負担
	①営業時間外訪問（12/30～1/3、1/11）
	５，０００円

	
	②プラン以外訪問（予定外訪問）
	介護保険単位数を超えての訪問は全額実費

	
	3 エンゼル処置
	２０，０００円


※上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の訪問看護サービス計画に定められたサービスに係る標準的な時間を基準とします。

　■キャンセル料
　　利用者のご都合により、サービスをキャンセルされた場合は、次のキャンセル料をいただきます。　ただし、病状の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
	利用日の前日までに連絡があった場合
	無料

	利用日の前日までに連絡がなかった場合
	２，０００円



１０．利用料金のお支払方法
事業者は、当月料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１５日までに利用者にお渡し致します。
原則として口座引き落としとさせていただきます。

１１．ご利用にあたってのお願い
①サービス提供にあたっては、複数の看護師が交代で訪問させていただきます。
②訪問看護師等の訪問時間は、交通事情や天候、前の訪問先の状況等により３０分程度前後する場合があります。
③ご都合で日程などの変更やキャンセルをされたい場合は、前日までにご連絡ください。
④利用者またはご家族に感染症の可能性がある場合は、感染に対する予防処置を取らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
⑤訪問看護師等には、利用者との個人的な連絡や契約は禁止しています。


　＜看護職員等の禁止行為＞
　・利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
　・利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
　・利用者の同居家族に対するサービス提供
　・利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
　・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）
　・その他利用者または家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
⑥急な発熱や発作の場合は、必要に応じて訪問看護させていただきます。
⑦訪問看護師等の交代を希望される場合はご相談ください。ただし、利用者からの特定の看護師のご指名はお受けいたしかねますのでご了承ください。
１２．虐待防止および身体拘束に関する事項
①事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を取ります。
（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
（２）虐待防止のための指針の整備
（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施
（４）（１）～（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
②事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
③訪問看護（介護予防訪問看護）サービスの提供にあたっては、利用者またはその家族等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。
④③の身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
１３．事故発生時の対応
①事業者は、訪問看護サービス提供中に事故が発生した場合は、事故の状況に応じて次の対応を行います。
　　（１）医療機関への連絡と受診
　　（２）利用者の家族、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、市町村への連絡
　　（３）事故原因の解明等、上記以外に必要な措置
②事業者は、訪問看護サービス提供にあたり、万一利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合、加入している損害保険により速やかに損害賠償を行います。ただし、自ら責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
１４．苦情の相談
　利用者からの苦情などに迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置しています。
　ご不明な点はお気軽にご相談ください。

【利用者相談窓口】　 アミエルジャパン株式会社　
訪問看護リハビリステーション　ナーシングケア自由が丘
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　03-5755-5603　　　　　FAX　03-5755-5605
　　　　　　　　　　　　　　　　　　窓口責任者　村上　三恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者　 吉田  又親　
　　
※その他、当事業所以外に東京都国民健康保険団体連合会（電話　03-6238-0011）
市町村または所轄保健所の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。

	世田谷区
	玉川総合支所　保健福祉課　
	０３－３７０２－１８９４

	目黒区
	目黒区介護保険管理課
	０３－５７２２－９５７４

	大田区
	大田区高齢者福祉課
	０３－５７４４－１６５５



１５．サービスの終了について
①次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することでサービスの解約ができます。
　・事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
　・事業者が守秘義務に反した場合
　・事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
②次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することでサービスの解約ができます。
　・利用者のサービス利用料金の支払いが２ヵ月以上遅延し、料金を支払うように催促したにも関わらず月末までに支払われない場合
　・利用者またはその家族などが、事業者やサービス提供の従事者に対して、この契約を継続し難いほどの迷惑行為・背信行為を行った場合（セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等）
③次の事由に該当した場合は、サービスは自動的に終了します。
・利用者の要支援・要介護認定区分が、自立（非該当）と認定された場合
・利用者が介護保険施設や医療施設に入所または入院した場合（３ヶ月以上継続）
・利用者が死亡した場合
１６．業務継続計画の策定等
①事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
②事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。



１７．緊急時の対応
　利用者に病状の急変が生じた場合や、その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡し対応させていただきます。

　【２４時間連絡体制について】※別添　緊急時対応体制図参照
電話による相談または訪問看護を利用する場合、９～１８時と１８時～翌９時では対応方法が異なります。

平日９時～１８時
事務所または２４時間対応携帯番号へ連絡いただきましたら、利用者の状況に応じて、電話対応または現場近くの即時対応できるスタッフへ訪問指示を行い、緊急訪問にて対応を行います。
平日１８時～翌９時、土日祝
２４時間対応携帯番号へ連絡いただきましたら、利用者の状況に応じて、連絡相談担当スタッフが電話対応または緊急訪問にて対応を行います。
連絡相談担当スタッフについては下記体制に基づき、看護師または看護師等以外の職員でのサポート体制を確保しております。

　ア　看護師等以外の職員が利用者またはそのご家族等からの電話等による連絡および相談に対応する際のマニュアルの整備をしています。
　イ　緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師が速やかに行える連絡体制および緊急の訪問看護が可能な体制が整備されています。
　ウ　管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員の勤務体制および勤務状況を明らかにしています。
　エ　看護師等以外の職員は、電話等により連絡および相談を受けた際に、看護師へ報告します。報告を受けた看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書へ記録します。
　オ　アからエの内容について利用者およびご家族様当へ説明し、同意を得ます。
　カ　指定訪問看護事業者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員に関して届出をしています。



[image: ダイアグラム

自動的に生成された説明]
１８．個人情報の保護及び秘密の保持について
	1 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

	1 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
2 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
3 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
4 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

	2 個人情報の保護について

	1 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
2 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
3 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)




加算に関する同意書
· 私は、貴訪問看護ステーションの２４時間連絡体制により、緊急時の場合等の電話による相談または訪問看護を利用するため、緊急時訪問看護加算を算定することに同意します。

· 私は、緊急時訪問看護加算を必要としません。
□（必要となった場合は、再契約を行います。）

上記の契約、同意を証するため、本書２通を作成し、利用者・事業者が署名押印のうえ、１通ずつ保有するものとします。



契約締結日　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　日

＜利用者＞
　　私は、以上の契約の内容及び重要事項、利用料金、同意書等について説明を受け、内容を確認しました。
　　この契約書で確認いたしました訪問看護サービスの利用を申し込みます。
	利用者
	住所
	

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	家族代表
	氏名
	



＜署名代行者＞
　私は、本人の契約意思を確認し、署名代行いたしました。

　署名代行理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	署名代行者
(家族代表)
	住所
連絡先
	


（電話　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　）

	
	氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印




訪問看護・介護予防訪問看護の提供にあたり、利用者に対して重要事項説明書を交付の上、サービス内容及び重要事項、個人情報保護や契約に関する事項の説明を行いました。

【事業者】
所在地
事業者名
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【事業所】
所在地
事業所名
（指定事業所番号　第　　　1361090150　　　号）
管理者　


説明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1
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